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2025年 3月 3日 

各 位 

山形県山形市旅篭町三丁目 2番 3号 

株式会社 きらやか銀行 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた対応について 

 

株式会社きらやか銀行（本店 山形市 頭取 西塚 英樹）は、「2026 年度末までの手形・小切手

の全面的な電子化」に向けた取組みとして、下記のとおり、「手形帳・小切手帳の新規発行を終了」す

るとともに、「払戻請求書による当座預金出金のお取扱い」の開始および「手形帳・小切手帳発行手数

料」を改定いたしますのでお知らせいたします。 

当行では、今後も社会情勢等の変化を踏まえながら、お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、

各種サービスの充実に努めてまいりますので、ご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

１．手形帳・小切手帳などの発行受付終了について  

 

２．「払戻請求書（当座預金）」による当座預金出金のお取扱い開始について 

 

実施日 2026年 3月 31日（火） 

内 容 

2026 年度末までの手形・小切手の全面的な電子化に向けて、「約束手形帳」・「為

替手形帳」・「小切手帳」・「自己宛小切手」の発行受付を終了します。 

※実施日時点で保有されているお手元の手形・小切手帳につきましては、同日以

降も引き続きご利用いただけます。 

実施日 2025年 5月 1日（木） 

内 容 

当座預金の払戻請求書による取扱を開始します。 

※「払戻請求書（当座預金）」は 50 枚綴の「当座預金出金帳」で、発行手数料は

1冊 2,200円（税込）となります。 

※使用する場合は、所定事項（日付、口座番号、おなまえ、金額等）のご記入と

届出印を押印のうえ「当座預金出金帳」ごと口座開設店にご呈示ください。 

※当行所定の本人確認書類の提示等を求める場合がございます。 

※第三者への譲渡・交付はできません。 
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３．手形帳・小切手帳発行手数料の改定について 

※今回の手数料改定は「手形・小切手の全面的な電子化」を目的としておりますので、手数料

改定前の一度の大量注文は承れません。そのため、一度にご注文いただける冊数は、小切手

帳、約束手形帳、為替手形帳それぞれで 2冊までとさせていただきます。 

 

４．手形・小切手の全面的な電子化に向けた支援について 

  当行では、手形・小切手に代わる代替サービスとして、以下の電子的決済サービスの導入に関

する支援を行っております。詳しくはお取引店までご相談ください。 

 

名称 サービス内容 

「きらやかオフィスネットバンキング」 
インターネットを通じて、簡単・便利に銀行取

引がおこなえるサービス 

「きらやかでんさいネットサービス」 
「でんさいネット」を活用した手形に代わる決

済サービス 

※商品およびサービスの詳細につきましては、当行ホームページをご参照ください。 

 

以上 

 

実施日 2025年 5月 1日（木） 

内 容 

 

種類 単位 改定前（税込） 改定後（税込） 

小切手帳 1冊（50枚） 5,500円 11,000円 

約束手形帳 1冊（50枚） 5,500円 11,000円 

為替手形帳 1冊（25枚） 1,100円  5,500円 

 

本件に関する問合せ先 

事務部事務課 担当者 福原・高橋 

Tel ：023-631-0001（代表） 


